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台湾(放射線規制等の緩和)・ベトナム(なしの輸出解禁)・米国(豚肉の輸出解禁)を対
象に、海外からの規制担当官招へいを実施。

招へいスケジュール

期間 人数 訪問場所

• 平成28年
８月21日～29日

• 13名
台湾からの

規制担当官招へい

• 野菜及び果実等の生産農家、施設及び選果場

• 水産物、味噌・醤油等の食品加工工場

• 放射性物質検査機関

• 福島第一原子力発電所

ベトナム向けなしの
輸出解禁に向けた
ベトナム農業農村
開発省の招へい

• 平成28年
９月５日～７日

• 3名

• なし生産園地(４か所)、選果こん包施設

 病害虫防除などの管理体制を確認

• 生産現場のほかには、査察園地と同じ県に所在する農業
総合センター等を訪問

米国向け豚肉の
輸出開始に向けた
家畜衛生担当官の

招へい

• 平成28年
12月11日～16日

• 4名

• 動物衛生研究部門

• 家畜保健衛生所

• 養豚場・と畜場

• 動物検疫所（空港及び港）
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平成28年８月21日～８月29日に渡り、台湾から13名の専門家が来日し、国内の生
産加工施設、検査機関等の視察および我が国の食品の安全性対策等の調査を行った。

招へい概要 –台湾からの規制担当官招へい

規制概要と
経緯

• 台湾における輸入規制の概要については、以下のとおり。

 福島、茨城、栃木、群馬、千葉の５県については、全ての食品について輸入停止。

 上記以外の都道府県については、産地証明書の添付を要求。加えて一部都県の一部産品に対し
ては、放射性物質検査結果報告書の添付を要求。

• 台湾側から日本の食品の安全性対策に係る現地調査をしたいとの依頼があったため、今般の招へいを実施。

今回の招へいの
目的

• 台湾は日本産農林水産物・食品の重要な輸出先であるとともに、福島、茨城等の５県はそれらの重要な
生産県である。このような中、台湾の専門家に日本の食品の安全性対策への理解を進めることにより、輸入
規制の撤廃・緩和を目指し、一層の輸出拡大を目指すことが今回の招へいの目的である。

招へい概要

• 台湾から13名の担当官が９日間に渡って、以下の施設を視察。また、日本政府機関及び消費者団体等
との意見交換を実施。視察先は以下のとおり。

① 野菜及び果実等の生産農家、施設及び選果場

② 水産物、味噌・醤油等の食品加工工場

③ 放射性物質検査機関

④ 福島第一原子力発電所

※台湾側の意向により、一般的に招へい国が負担する経費の一部（旅費、宿泊費等）は台湾側が負担

招へい後の経緯
• 調査結果をもとに、平成28年11月、台湾当局が調査報告書を作成・公表した。調査報告書を基礎として、

台湾内での規制緩和に関する手続が開始された。
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平成28年９月５日～７日に、ベトナムから３名の植物防疫責任者を招へいし、国内
産地のなし生産園地、選果施設等の査察及び当該査察に係る意見交換等を行った。

招へい概要 –ベトナム向けなしの輸出解禁に向けたベトナム農業農村開発省の招へい

規制概要と
経緯

• 日本産なしの生果実については、平成19年にベトナムにおいて植物検疫法が制定された際に、日本からの病害虫の侵入が懸念され
たため、輸出ができなくなっていたところ。

• 農林水産省は、ベトナム向けの日本産なしの生果実の輸出を解禁するため、平成28年２月にベトナムに対して輸出解禁を要請し、
ベトナム当局と技術的な植物検疫協議を実施。

• この協議の中で、日ベトナム合同でのなし生産園地の検査により、日本のシステム査察を行うことに合意したことを踏まえ、日本産なし
生産園地等の査察のため、ベトナム農業農村開発省の植物防疫責任者を招へい。

今回の招へいの
目的

• 現在、ベトナム向けに植物検疫上輸出可能な農産物は、精米及び平成27年９月に解禁されたりんごに限られており、野菜・果物の
ほとんどが輸出できない状況である。

• 一方、「農林水産業の輸出力強化戦略」において、ベトナムは今後の伸びが期待される有望市場と位置づけられているところ、植物
検疫上輸出が可能となる品目を拡大していく必要がある。

• 今回の招へいは、ベトナムが検疫条件確立の必要条件としている日本のシステム査察を行うことにより、日本産なしの生果実の検疫
条件を確立するとともに、日本産なしの生果実を問題なく輸出できる体制であることを十分に理解してもらうことを目指すものである。

招へい概要

• ベトナムより３名の植物防疫責任者が訪日。

• なし生産園地（４か所）、選果こん包施設の査察を実施。

• なし生産園地においては、農林水産省とともに園地検査を行い、病害虫防除などの管理体制を確認。

• 生産現場のほかには、査察園地と同じ県に所在する農業総合センター等を訪問。

• 農業総合センターでは、発生予察や県で取り組む病害虫防除等について意見交換を実施。

• 査察後の会合では、ベトナム側からの今回の査察に関する講評を主とした意見交換を実施。

• ベトナム側からは、査察の結果に問題がなかった旨の報告があり、日本産なしに係る園地管理、植物防疫等が確実に行われているこ
とが確認された。

招へい後の経緯
• 今回の査察の結果も踏まえながら、植物検疫協議を積み重ねた結果、平成29年１月16日に日本産なし生果実の輸出が解禁

（日越首脳会談において公表）。同年３月、茨城県から、解禁後の初輸出が実現。
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平成28年12月11日～16日に、米国農務省動植物検疫局（APHIS）から４名の
家畜衛生担当官を招へいし、日本の豚コレラ（CSF）及び豚水胞病（SVD）の清浄
性評価のための現地調査を行った。

招へい概要 –米国向け豚肉の輸出開始に向けた家畜衛生担当官の招へい

招へい後の経緯

• 現在、調査団は報告書をとりまとめており、これに基づきAPHISにおいてリスク評価が行われる。その後、リスク
評価の結果案及び清浄国認定に係る行政通知案に関するパブリックコメント、行政通知への最終公表が行
われる予定であり、早期に輸出を開始すべく、今後もAPHISに対し必要な情報の提供を継続していく。

• なお、豚肉を米国に輸出するためにはAPHISにおける清浄性評価の他、米国農務省食品安全検査局
（FSIS）による食品衛生の観点での両国システムの同等性評価も必要である。この評価については厚生
労働省が担当となるため、両省間で情報共有しつつ引続き協議を実施する。

規制概要と
経緯

• 現在、日本から米国への豚肉の輸出は禁止されている。我が国は、平成27年3月に米国に対し豚肉の輸
出解禁を要請して、これまで我が国の家畜衛生体制や豚疾病の清浄性に関し説明を行ってきたところ。今
般、日本の豚疾病の清浄性を評価するため、米国農務省動植物検疫局（APHIS）の調査団４名が日
本を訪問することとなり、今回の招へいを行うこととなった。

今回の招へいの
目的

• APHISの調査団による現地調査を受け入れ、日本の豚疾病の清浄性を評価するために必要な情報を提
供することにより、日本産豚肉の対米輸出に係るリスク評価を前進させ、米国向け豚肉輸出を開始すること
が目的である。

招へい概要

• 米国より４名の調査団が訪日し、それぞれ２名ずつの２グループに分かれ、動物衛生研究部門、家畜保
健衛生所、養豚場、と畜場、動物検疫所（空港及び港）を調査した。

• 入口会合では、農林水産省において日本側担当官から日本における家畜防疫体制の概要並びにCSF及
びSVDに係る防疫体制について説明した。


